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告 示■

◎群馬県告示第２８４号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県安中土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成３０年１０月１９日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の 変更の 敷地の幅員 延 長路線名 区 間
種 類 前後別 メートル メートル

県道 渋川松井田線 安中市松井田町土塩字桐久保６９８番 前 ７．２～１９．３ ７４．３
の１地先から同市同字中ノ峯１４３２ ８．２～２３．７ ５８．８
番地先まで

後 ８．２～２３．７ ５８．８

安中市松井田町土塩字小柏１４９５番 前 １０.５～２７．９ ６４．４
の１地先から同市同字中河原１５４１
番の１地先まで 後 ８．９～１９．９ ６４．４

◎群馬県告示第２８５号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県高崎土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成３０年１０月１９日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の 変更の 敷地の幅員 延 長路線名 区 間
種 類 前後別 メートル メートル

県道 前橋長瀞線 高崎市綿貫町字原前２９１番の１地先 前 ２４．５～２５．０ ３０．７
内

後 ２５．３ ３０．７

◎群馬県告示第２８６号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県前橋土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成３０年１０月１９日
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群馬県知事 大 澤 正 明

道路の 変更の 敷地の幅員 延 長
路線名 区 間

種 類 前後別 メートル メートル

県道 前橋西久保線 前橋市龍蔵寺町字天神１５８番の６地 前 ７．０～３２．７ １０２１．１
先から同市上細井町字桧下１９０９番
の１地先まで 後 １８．０～３３．５ １０２１．１

◎群馬県告示第２８７号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県伊勢崎土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。

平成３０年１０月１９日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の 変更の 敷地の幅員 延 長
路線名 区 間

種 類 前後別 メートル メートル

県道 桐生伊勢崎線 伊勢崎市東町２５９７番の４地先から 前 １０．５～１２．０ ５６．０
同市同２５９５番の４地先まで

後 １１．９～１３．５ ５６．０

境木島大間々 伊勢崎市東町２５９５番の４地先から 前 １０．６～１１．４ ３１．１
線 同市同２５９７番の４地先まで

後 １１．４～２４．９ ３１．１

◎群馬県告示第２８８号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県伊勢崎土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。

平成３０年１０月１９日

群馬県知事 大 澤 正 明

路線名 区 間 供用開始の期日道路の
種 類

県道 桐生伊勢崎線 伊勢崎市東町２５９７番の４地先から同市同２５９５番 平成３０年１０月１９日
の４地先まで

境木島大間々 伊勢崎市東町２５９５番の４地先から同市同２５９７番
線 の４地先まで
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公 告■

国土利用計画法（昭和４９年法律第９２号）第９条第１項の規定により定める群馬県土地利用基本計画を次のと

おり変更したので、同条第１４項において準用する同条第１３項の規定により公表する。

なお、「計画図の変更部分を図示した図書」は、省略し、群馬県企画部地域政策課、高崎市役所、太田市役所及

び安中市役所に備え置いて縦覧に供する。

平成３０年１０月１９日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 変更年月日 平成３０年１０月２日

２ 変更内容 農業地域の一部変更（「計画図の変更部分を図示した図書」のとおり）

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により、保安林の指定施業要件を変更する予定について、

その森林の所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者に通知をしたところ、次の者の所在が不分明なため、

同法第１８９条の規定により、通知の内容をみなかみ町役場に掲示したので、その要旨を次のとおり公告する。

平成３０年１０月１９日

群馬県知事 大 澤 正 明

１(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

利根郡みなかみ町吹路字下原３４６ 林栄吉

利根郡みなかみ町新巻字村草５９１の２ 關和弘 共有林

同 關忠弘 同

同 關信弘 同

利根郡みなかみ町新巻字二枚原８３４、８４２の２ 原澤いの

利根郡みなかみ町相俣字伽立９７４の２ 髙宮藤作

利根郡みなかみ町相俣字伽立９７５の２ 藤井達雄

利根郡みなかみ町相俣字南ヶ谷２０３３ 阿部ゆき

利根郡みなかみ町相俣字赤谷２２４４ 阿部大吉郎

利根郡みなかみ町相俣字下ノ段２３９０ 阿部乕吉

利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉字ユシマ１３８５の１ 田村節男

(2) 指定の目的 土砂の流出の防備

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。
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(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

利根郡みなかみ町相俣字赤谷２１７７ 阿部安太郎 共有林

同 阿部子之吉 同

同 阿部常吉 同

同 阿部三吉 同

同 阿部作太郎 同

同 阿部米太郎 同

利根郡みなかみ町相俣字下ノ段２３７３、２３７６ 阿部大吉郎

利根郡みなかみ町相俣字下ノ段２３９７ 阿部喜市郎

利根郡みなかみ町相俣字下ノ段２４０６ 阿部倉吉

利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉字髙梨１５４９の３、１５５１の２ 笛木洋子

利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉字髙梨１５５８の２、１５８１の２ 田村節男

(2) 指定の目的 土砂の崩壊の防備

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐は、択伐による。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県環境森林部森林保全課及びみなかみ町役場に備え置いて縦覧

に供する。

保安林指定施業要件変更予定告示 平成２９年３月３日群馬県告示第６５号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により、保安林の指定施業要件を変更する予定について、

その森林の所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者に通知すべきところ又は通知をしたところ、次の者

の所在が不分明なため、同法第１８９条の規定により、通知の内容を中之条町役場に掲示したので、その要旨を次

のとおり公告する。
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平成３０年１０月１９日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

吾妻郡中之条町大字太子字下太子２９、字太子７６の１、２０３ 富沢久幸
の１、２０５

吾妻郡中之条町大字太子字下太子５４の１、５４の３ 冨沢喜平治 共有林

同 小林秀吉 同

同 小林彦吉 同

吾妻郡中之条町大字太子字太子丙１２８、甲１９８ 富沢浅次郎

吾妻郡中之条町大字太子字太子２０１ 篠原秋平 共有林

同 篠原利八 同

同 篠原常八 同

同 篠原金六 同

同 冨沢菊藏 同

同 富沢ま寿 同

吾妻郡中之条町大字太子字太子２０６ 富沢武司

吾妻郡中之条町大字生須字寺社木１１９の１ 市川とも

吾妻郡中之条町大字生須字辰ノ口１３７ 市川又四郎 共有林

同 中沢太喜 同

同 中沢佐中 同

同 黒岩初太郎 同

同 黒岩喜平 同

同 市川虎松 同

吾妻郡中之条町大字生須字辰ノ口１３７、字大梨５２３、５３８ 中沢孫太郎 字辰ノ口１３７
は共有林

吾妻郡中之条町大字生須字辰ノ口１３７、字降跡６０６の１，６ 中沢寿太郞 共有林
０７の１

同 霜田城七 同

吾妻郡中之条町大字生須字辰ノ口１３７、字西裏４３６の１、４ 黒岩秀一 字辰ノ口１３
３６の２、４３６の４、４３６の５、４３７の１、４３７の３、 ７、字降跡６０
４３７の４、４３８の１、字降跡６０６の１、６０７の１ ６の１、６０７

の１は共有林
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吾妻郡中之条町大字生須字大梨５１０の１ 野口福雄

吾妻郡中之条町大字生須字降跡６０６の１、６０７の１ 黒岩賴平 共有林

同 黒岩捨松 同

吾妻郡中之条町大字赤岩字林檎ノ木３７１ 関三四郎

吾妻郡中之条町大字赤岩字矢ノ下８２５の３ 篠原酉蔵

吾妻郡中之条町大字赤岩字広池９４５の２ 唐澤久美子

吾妻郡中之条町大字赤岩字広池１０４８の４ 山本繁康 共有林

同 山本利一郎 同

同 篠原恒司 同

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

(1) 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

字矢ノ下８２５の３

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県環境森林部森林保全課及び中之条町役場に備え置いて縦覧に

供する。

保安林指定施業要件変更予定告示 平成２８年９月１６日群馬県告示第２５９号
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